
 

群馬大学における教員評価指針 

                                                平成１８年３月 ９日  役員会決定 

                        平成２２年６月１６日 改正 

                        平成２５年６月２７日 改正 

                        平成２８年１月 ６日 改正 

   

第１ 目的 

 国立大学法人群馬大学（以下「本学」という。）は，その理念及び目標並びに中期

計画に基づいて教員の活動状況を点検・評価（以下「教員評価」という。）する。こ

の教員評価は，教員の諸活動への支援と啓発並びに本学の教育，研究及び社会貢献等

の改善と向上に資するとともに，適切な情報公開により社会への説明責任を果たすこ

とを目的とする。 

  

第２ 評価実施単位 

教員評価の実施単位は，各学部，各研究科・理工学府，生体調節研究所，医学部

附属病院，総合情報メディアセンター，大学教育・学生支援機構，研究・産学連携

推進機構，重粒子線医学推進機構，国際教育・研究センター，多文化共生教育・研

究プロジェクト推進室，テニュアトラック普及推進室，先端科学研究指導者育成ユ

ニット，未来先端研究機構，男女共同参画推進室（以下「学部等」という。）毎とす

る。 

 

第３ 評価対象 

教員評価の対象となる教員は，本学の専任の教授，准教授，講師及び助教とし，主

担当を命ぜられた学部等において，評価を受けるものとする。ただし，在職期間１年

未満の者並びに学長が教員評価を必要としないと認めた者は，本評価の対象から除く

ことができる。 

 

第４ 評価実施体制 

(1） 学長は，この指針に基づき，全学的な実施要項を定め教員評価を実施する。 

(2)  第２に定める学部等の長は，全学的な実施要項を踏まえ，学部等の特性を考慮した

評価方針等の決定，教員評価の実施及びその結果の取りまとめ等を行う。 

(3) 学部等の長は，評価の実施に当たって，当該学部等の教員評価の実施に関する事項

の専門的検討や実質的な教員評価作業を行う組織を置くことができる。 

  

第５ 評価領域 

  教員評価の領域は，「教育」，「研究」，「社会貢献」及び「管理・運営」の４つの領

域（以下「各領域」という。）に分類し，各領域それぞれの評価項目は別紙のとおり

とする。 

 

第６ 評価期間 

(1)  教員評価は，毎年実施するものとして，原則として過去１年度分の教員個々の活動

について行う。 

(2) 必要に応じて評価の対象となる年度以外の活動の一部を評価することができる。 

(3) 評価期間のうち，海外渡航，休職，育児休業等の期間がある教員については，当該

期間を考慮して評価することができる。 

  

第７ 評価実施手順 

(1) 学部等の長は，実施要項及び当該学部等の目標，専門分野の特徴などを考慮した「教



員評価基準」を定め，これを当該学部等を主担当とする教員にあらかじめ公表する。 

(2) 教員は，毎年４月３０日までに，評価書を主担当を命ぜられた学部等の長に提出す

る。 

(3) 学部等の長は，評価書及び群馬大学大学情報データベースのデータ等を基に教員評

価を実施し，その結果を所定の様式により，当該教員へ通知する。 

(4) 教員は，評価結果について意見があれば，所定の期間内に申立てを行うことができ

る。 

(5) 学部等の長は，必要に応じて，評価される教員の意見を聴取する機会を設けるよう

に配慮するとともに，教員から評価結果についての意見の申立てがあったときは，速

やかに意見を聴取し，再度検証したうえで，評価結果を確定する。 

(6） 学部等の長は，特に低い評価を受けた教員に対して適切な指導及び助言などの改善

指示を行う。 

(7) 学部等の長から改善指示を受けた教員は，所定の様式により，学部等の長へ改善計

画を提出する。 

(8)  学部等の長は，評価結果及びそれに基づく報奨，指導等の状況を所定の様式にまと

め，学長に報告する。 

(9) 学長は，必要に応じて，学部等の長に指導及び助言などの改善指示を行う。 

 

第８ 評価方法等 

     学部等の長は，各学部等の教員評価基準に従って，教員の各領域における活動状況

を評価したうえで，各領域の重み付け係数をもとに，総合評価を決定する。 

(1)  各領域それぞれの評点及び評語は，次のとおりとする。 

５  特に優れている 

４  水準を上回っている 

３  水準に達している 

２  やや問題があり改善の余地がある 

１  問題があり改善を要する 

(2)  各領域の重み付け係数は０以上の整数とし，その合計が「１０」となるよう教員が

自己申告する。学部等長は，当該学部等の特性，教員の職種，職務の特殊性，専門性

等の状況に応じ，教員が申告した重み付け係数を修正できるものとする。 

(3） 総合評価は，各領域の評点に当該領域の重み付け係数を乗じて評点を算出するもの

とし，算出された評点に応じて次の区分・評語とする。 

   なお，特に優れていると認められる場合は，評点にかかわらずＳ評価とすることが

できる。 

             Ｓ  特に優れている 

４０以上            Ａ  優れている 

３０以上４０未満    Ｂ  おおむね適切 

２０以上３０未満    Ｃ  やや問題があり改善の余地がある 

２０未満            Ｄ  問題があり改善を要する 

(4)  群馬大学大学情報データベースに入力しない教員（特別な理由のある場合を除く。）

の評点は「０」とする。 

 

第９ 評価結果の活用 

(1) 評価結果は，教員が次の評価期間の活動を向上させるために活用するものとする。 

(2) 学長及び学部等の長は，特に高い評価を受けた教員に対して，その活動の一層の向

上を促すため報奨等の適切な措置をとる。 

(3) 学長及び学部等の長は，教員評価の結果を本学及び学部等の活動の改善に役立てる

ものとする。 

 



第 10 評価結果の公表 

(1) 教員の評価結果は，個人情報として取り扱い，原則として本人以外には非公表とす

る。 

(2） 公表する評価結果は，各学部等の評価結果を全学で取りまとめ，集計したものとす

る。 

(3) 学長及び理事は，この指針の目的達成のため，必要に応じ，教員個々のデータを閲

覧することができる。 

 

第 11 評価の実施結果の検証等 

   執行役員会議は，教員評価の実施後，速やかに検証を行い，その結果について学長

に報告する。 

 

  附 則 

平成２８年度に実施する評価については，第３中「在職期間１年未満」とあるのは

「在職期間３年未満」と，第６第１項中「過去１年度分」とあるのは「過去３年度分(た

だし，研究の領域は過去６年度分)」と，第７第２項中「４月３０日までに，」とある

のは「別に設定する日までに，」と読み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


